
お茶の水 ★ 共同親権実践セミナー2023 
 

『共同親権』『子どもに会いたい親のためのハンドブック』の著者による、子どもに会いたい親、子育

てにおける共同親権を考えてみたい人のための、経験を活かした実践子育てシリーズ。 

 

【日時】２０２3年 4月～7月の第２土曜日、各回１７：１５～１８：４５ 

【場所】全労会館 303会議室（東京都文京区湯島 2-4-4） 

JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口徒歩 8分 http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08 

【講師・相談・司会】宗像 充（ライター。共同親権訴訟原告、『子どもに会いたい親のためのハンドブ

ック』著者、「大鹿民法草案」起草者、15年にわたって親子引き離しの相談・支援をしてきた） 

【参加費】１０００円＊予約不要 

（下記のグループワーク、共同親権カフェと２コマ以上で１５００円） 

【各回内容】 

＜第１回４月８日（土）「ゼクシィ見るより民法読め」 

家族法の民法改正の議論が話題になり国の立法不作為を問う国賠訴訟も提起されています。でもなぜ

法律が子育ての障害になるのでしょう？現行民法の問題点を「大鹿民法草案」をテキストに考えます。 

＜第２回＞５月１３日（土）「『面会交流と共同親権』を読む」講師・大山直美 

共同親権の議論が深まらないのは、根強い反対運動の存在があります。彼らの考える司法システムや

家族観について明石書店の新刊をもとに検討し、何が養育の障壁なのか考えます。 

＜第３回＞６月１０日（土）「知っておこう！家庭裁判所の人権侵害」 

当たり前のように行われる人質取引、マジックミラー越しに監視される試行面会、子どもに「会いた

くない」と言わせる調査官調査、そして時間を空費するだけの調停。家裁の暗黒を共有します。 

＜第４回＞７月８日（土）「子育て家庭倍増計画・実践編」 

「子どもにとって離婚とは家が二つになること」。なのに一つの家にしか帰宅できない子どもたち。

家が２つになることで何が起きる？共同子育てに近づくためにできることは？ 

 

＜家族を修復するグループワーク＞  

同日１３：００～１４：４５【参加費】１０００円 ＊予約不要  

親子引き離し・離婚・ＤＶ（家庭内暴力）・モラハラ・不登校 etc 否定のない自由な語り合いで気づく、あ

んなこと・こんなこと、あなたにあった「いい関係」をいっしょにつくります。 

＜共同親権カフェ（自助グループ）＞  

同日１５：００～１７：００【参加費】１０００円 ＊予約不要  

子どもと離れて暮らす親、別れても共同での子育てがしたい方、互いに気持ちや事情を話して支え合

い、 知恵を出し合う場です。 

＜離婚と子育て相談会＞ 
同日１９：００～２１：００【相談料】５０分３０００円【応談】宗像 充 
＊２日前までに要予約 munakatami@k-kokubai.jp ０２６５－３９－２１１６（共同親権運動）   

主催 おおしか家族相談 協力 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会  

TEL0265-39-2116メール munakatami@k-kokubai.jp URL https://munakatami.com/category/family/ 

https://munakatami.com/category/family/

